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研究要旨 
青森県の「がん医療への動線を明らかにする「青森県の取り組み」は、がん登録推進法の不備によ

り、個人情報保護の観点から遂行できなかった。がん登録情報をがん対策に利用するためには、同法

の改正が必要である。 

 
Ａ．研究目的 

青森県では、がん対策推進協議会上で、「がん診療

の動線を患者目線で調査して診療機能を評価し、が

ん対策推進計画に反映させてはどうか」という意見

があった。がん患者の動線を明らかにするためには、

治療実施日が登録されている院内がん登録情報を利

用する必要がある。 
本研究では、青森県での院内がん登録情報の利用

などの取り組みを通して、がん登録情報をがん対策

に利用する際の課題を検討する。 
 
Ｂ．研究方法 

青森県がん対策推進協議会での上記の発言後、青

森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課の担当職員

と、研究分担者（全国がん登録青森県がん登録事業

受託者、青森県がん診療連携協議会がん登録部会長）

ががん医療への動線を明らかにすることからがん対

策を立案する取り組みに対する協議を開始した。本

研究ではその際に明らかになったがん登録情報の利

用や個人情報保護との関連を記録した。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）利用するがん登録情報 
がん登録推進協議会での発言は特に診断から治療

開始までの期間の短縮を念頭に置いたものであった

ため、治療開始日が登録されている院内がん登録情

報の利用が必要であると考えられた。 
（２）情報利用の主体 

この取り組みは県事業として実施されるため、情

報利用の主体は県（と事業委託先である弘前大学）

である。 
（３）医療機関からのデータ提供 

がん登録推進法（個人情報保護法の特別法）には

院内がん登録の推進について記載されているがデー

タ利用については何も記載されていない。そのため、

一般法（個人情報保護法）を適用すると、院内がん

登録情報は本人同意を得ずに取得した要配慮個人情

報であり、院外への提供は不可能である。 
 
Ｄ．考察 
全ての患者から同意を得ない限り、医療機関は院

内がん登録情報を県に提供することは不可能であり、

この取り組みは実施不可能であることが明らかにな

った。 
がん登録情報はがん対策の立案に不可欠であり、

その取得と利用のために特にがん登録推進法が必要

であった。しかし、今回の検討のように院内がん登

録情報は利用が困難であることが分かった。 
 

Ｅ．結論 
院内がん登録情報をがん対策の立案等に利用でき

ないことは明らかに法の不備であると考えられた。 
がん登録推進法は近く附則４条に基づいた見直し

が行われると考えられるため、この機にデータ利用

に関する不備を修正する必要がある。 
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